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【手続補正書】
【提出日】平成28年11月7日(2016.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像に含まれるブロックの輝度値に基づく評価値を取得する第１の取得手段と、
　前記第１の取得手段によって取得された前記評価値が所定の条件を満たすブロックの数
を示す計数情報を取得する第２の取得手段と、
　前記第２の取得手段によって取得された前記計数情報に基づいて、前記所定の条件を満
たすブロック以外のブロックを符号化するために用いられる量子化パラメータを設定する
設定手段と
　を有することを特徴とする画像符号化装置。
【請求項２】
　前記評価値は、視覚特性に基づく評価値である
　ことを特徴とする、請求項１に記載の画像符号化装置。
【請求項３】
　前記評価値は、前記ブロックの輝度の複雑度に基づく評価値である
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２の何れか一項に記載の画像符号化装置。
【請求項４】
　前記ブロックの輝度の複雑度は、前記ブロックを分割したサブブロックに属する画素の
輝度値と当該サブブロックの輝度の平均値との差分の大きさの合計値である、当該サブブ
ロックの複雑度に基づいて決定された値である
　ことを特徴とする請求項３に記載の画像符号化装置。
【請求項５】
　前記ブロックの輝度の複雑度は、前記ブロックに含まれるサブブロックの複雑度のうち
、最小値である
　ことを特徴とする請求項４に記載の画像符号化装置。
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【請求項６】
　前記第１の取得手段は、前記ブロックの輝度の平均値に基づく評価値を取得する
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れか一項に記載の画像符号化装置。
【請求項７】
　前記第２の取得手段は、画質の劣化の度合いに係る前記所定の条件を満たすブロックの
数を示す計数情報を取得する
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項６の何れか一項に記載の画像符号化装置。
【請求項８】
　前記所定の条件は、前記ブロックの輝度の平均値が第１の所定値より大きく、且つ、前
記ブロックの輝度の複雑度が第２の所定値より大きいことである
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項７の何れか一項に記載の画像符号化装置。
【請求項９】
　前記設定手段は、前記計数情報に基づいて、前記所定の条件を満たすブロック数が所定
の値より多い場合に、前記所定の条件以外のブロックの量子化パラメータを、前記所定の
条件を満たすブロックの数が前記所定の値より少ない場合の前記所定の条件を満たさない
ブロックの量子化パラメータよりも小さくなるように設定する
　ことを特徴とする請求項８に記載の画像符号化装置。
【請求項１０】
　前記設定手段は、前記計数情報に基づいて、前記所定の条件を満たすブロックの量子化
パラメータを、前記所定の条件を満たさないブロックの量子化パラメータよりも大きくな
るように設定する
　ことを特徴とする請求項８又は請求項９に記載の画像符号化装置。
【請求項１１】
　前記第１の取得手段は、前記ブロックの第１の評価値と第２の評価値とを取得し、
　前記第１の評価値及び前記第２の評価値の値が大きいほど前記ブロックを符号化した場
合に画質の劣化が目立ち難いことを示し、
　前記所定の条件は、前記ブロックの前記第１の評価値が第１の閾値より大きい値であっ
て、前記ブロックの前記第２の評価値が第２の閾値より大きい値であるブロックである
　ことを特徴とする請求項８乃至請求項１０の何れか一項に記載の画像符号化装置。
【請求項１２】
　前記第１の取得手段は、前記ブロックの視覚特性に関する評価値を取得する
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項１１の何れか一項に記載の画像符号化装置。
【請求項１３】
　前記設定手段は、前記所定の条件を満たすブロックの量子化パラメータを予め設定され
た値とする
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項１２の何れか一項に記載の画像符号化装置。
【請求項１４】
　前記第１の取得手段によって取得される前記評価値は、前記ブロックの複雑度又は平均
値の少なくとも何れかに関する情報である
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項１３の何れか一項に記載の画像符号化装置。
【請求項１５】
　前記第１の取得手段によって取得される前記評価値は、前記ブロックの色相に関する情
報又は物体検出に関する情報の少なくとも何れかに関する情報である
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項１４の何れか一項に記載の画像符号化装置。
【請求項１６】
　前記第１の取得手段によって取得される前記評価値は、前記ブロックを分割したサブブ
ロックの評価値に基づいて算出された値である
　ことを特徴とする、請求項１乃至請求項１５の何れか一項に記載の画像符号化装置。
【請求項１７】
　前記第１の取得手段によって取得される前記評価値は、前記ブロックに属するサブブロ
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ックの複雑度のうち、最も小さい値を前記ブロックの評価値である
　ことを特徴とする請求項１６に記載の画像符号化装置。
【請求項１８】
　前記計数情報を計数する計数手段
　を有することを特徴とする請求項１乃至請求項１７の何れか一項に記載の画像符号化装
置。
【請求項１９】
　前記設定手段によって設定された量子化パラメータを用いて前記ブロックを符号化する
符号化手段
　を有することを特徴とする請求項１乃至請求項１８の何れか一項に記載の画像符号化装
置。
【請求項２０】
　前記所定の条件は、前記評価値が、画質劣化が目立ちにくいことに対応する評価値であ
ることである
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項１９の何れか一項に記載の画像符号化装置。
【請求項２１】
　前記ブロックは、前記評価値に基づいて複数のクラスに分類され、
　前記所定の条件を満たすかは、前記複数のクラスの内の所定のクラスに分類されている
かで判断される
　ことを特徴とする請求項１乃至請求項２０の何れか一項に記載の画像符号化装置。
【請求項２２】
　画像に含まれるブロックの輝度値に基づく評価値を取得する第１の取得工程と、
　前記第１の取得工程によって取得された前記評価値が所定の条件を満たすブロックの数
を示す計数情報を取得する第２の取得工程と、
　前記第２の取得工程によって取得された前記計数情報に基づいて、前記所定の条件を満
たすブロック以外のブロックを符号化するために用いられる量子化パラメータを設定する
設定工程と
　を有することを特徴とする画像符号化方法。
【請求項２３】
　コンピュータを、請求項１乃至請求項２１の何れか一項に記載の画像符号化装置の各手
段として機能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明の画像符号化装置は、下記の構成を有する。即ち、画
像に含まれるブロックの輝度値に基づく評価値を取得する第１の取得手段と、前記第１の
取得手段によって取得された前記評価値が所定の条件を満たすブロックの数を示す計数情
報を取得する第２の取得手段と、前記第２の取得手段によって取得された前記計数情報に
基づいて、前記所定の条件を満たすブロック以外のブロックを符号化するために用いられ
る量子化パラメータを設定する設定手段とを有する。
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